
NO. 所管

中期目標期間

0 ] ( 2 )

常勤役員数

非常勤役員数

4 ] ( 83 )

うち間接部門

うち事業部門

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) － ( )

－ ( ) － ( ) － ( ) － ( )

うち運営費交付金

うち施設整備費補助金

うち委託費

うち出資金

うち運営費交付金

うち施設整備費補助金

うち委託費

うち出資金

負債合計 4,492 純資産合計 38,951 うち利益剰余金 38

国の財政支出/収入額（％） 77% 79% 79% 82%

財務データ
（平成24年度、百万

円）

資産合計 43,444 うち流動資産 1,747

支出額の推移（百万円） 9,507 9,127 8,572 8,532

収入額の推移（百万円） 10,352 9,762 9,279 8,673

- - - -

計 7,930 7,727 7,312 7,145

うち施設整備以外の補助金・交付金 - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

特別会計（特会名）（百万円） - - - -

うち施設整備以外の補助金・交付金 - - - -

12 30 26 -

7,805 7,386 7,038 7,009

113 312 248 137

当初予算

一般会計（百万円） 7,930 7,727 7,312 7,145

年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

国から
の財政
支出額
の推移
（百万
円）

予算/決算 決算 決算 決算

給与水準【研究職員】 （年齢・地域・学
歴勘案） － － － －

給与水準【事務・技術職員】 （年齢・地
域・学歴勘案） 96.7 105.0 96.3 104.6 95.4

0 176 0

103.7 －

非常勤職員数（官庁ＯＢ)(4/1時点) 157 0 177 0 181

124 120 116 119

715 694 684 677

4 4 4 4

常勤職員数[官庁OB](現役出向)(4/1時点) 839 814 800 796[

役員総数[官庁OB](現役出向)(4/1時点) 7 7 7 7[

3 3 3 3

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

法人概要

　国際競争が激化するとともに、海外から口蹄疫、鳥インフルエンザ等の伝染性疾病の侵入リスクが高まってい
る中で、我が国畜産の発展と国民の豊かで安全・安心な食生活の確保のために、家畜の生産性向上、品質向上、
コスト低減の基盤となり、６次産業化にも貢献できる多様な家畜の改良及び飼料作物種苗の増殖等を行う法人。
　前身は農林水産省の機関であり、我が国の家畜の多様性の確保や我が国の気候風土に適した飼料作物種苗の増
殖のため、県や民間では技術や採算性等の面で実施困難なリスクの高い業務に取り組んでいる。

沿革

明　5.　開拓使所管牧場として後の新冠牧場創設
昭21.5 種馬所、種羊所、種鶏場等を種畜牧場に再編
平2.10 農林水産省家畜改良センター
（日進月歩で進展する畜産新技術を活用した効率的な家畜の改良増殖等を推進する主体として、国の機関として相互に
独立していた種畜牧場を統合整理し、家畜改良センターを設立）
平13.4 特定独立行政法人家畜改良センターへ移行
平18.4 非特定独立行政法人へ移行

平成23年4月1日～平成28年3月31日（５年間）

様式１

１．独立行政法人の概要（その１）

57 農林水産省 法人名 独立行政法人家畜改良センター 職員の身分 非国家公務員



NO. 所管

○事務・事業の構造等（平成25年度）

自
己
収
入

自
己
収
入

自
己
収
入

自
己
収
入

自
己
収
入

自
己
収
入

○国からの財政支出のうち特別会計からの支出の状況（特別会計別内訳）
<平成24年度決算合計>

※公益法人への支出については、
百万円未満の少額のものを除き、
国所管に限定。特定関連会社は該
当なし。

-                    

合計

特別会計 法人合計（百万円） - -                 -                   

○○特別会計 ○○特別会計 ○○特別会計

0

国
費

運営費交付金 2

受託業務等 60

外部支援

中期目標（平成23年3月2日農林水産省指
令22生畜第2259号）に基づき、家畜疾病
や災害発生地域への支援の国家レベルで
の取組強化のため、センターの人材・資
源を活用した支援を実施。

2

合計 2

国
費

運営費交付金 150
（財）畜産環境整

備機構
2

品種証明等収
入

1

研修指導

中期目標（平成23年3月2日農林水産省指
令22生畜第2259号）に基づき、全国の幅
広い畜産関係者（年約1,600人）を対象
に、家畜、草地、施設機械等の実技研修
用フィールドを利用した研修指導等を実
施。

210

合計 210

国
費

運営費交付金 211

受託業務等 27

種畜検査及び種
苗検査

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）
第4条に基づき、農家が飼養する牛、馬及
び豚の家畜の雄について、伝染性疾患等
の有無に係る検査や第35条の2に基づき、
農林水産大臣の指示により、種畜の飼養
者への立入検査等を実施。
種苗法（平成10年法律第83号）第63条に
基づき、農林水産大臣の指示により、流
通段階の種苗を集取し、表示や品質の検
査を実施。
また、国際間で流通する種子の品質特性
や純度を確保するため、ＯＥＣＤ（経済
協力開発機構）の品種証明制度に基づく
検査等を実施。

212

合計 212

234
（社）家畜改良事
業団

2

委託費 1
牛トレーサビリ
ティ業務

牛の個体識別のための情報の管理及び伝
達に関する特別措置法（平成15年法律第
72号）第20条に基づき、農林水産大臣か
らの委任により、牛個体識別台帳の管理
及び記録の公表等に関する事務を実施
し、履歴情報を消費者等に広く公表（1日
当たり約10万頭の検索）。

262

合計 262

国
費

運営費交付金

国
費

運営費交付金 355

委託費 6飼料作物種苗の
増殖

中期目標（平成23年3月2日農林水産省指
令22生畜第2259号）に基づき、民間では
増殖が困難な飼料作物種子の原種子につ
いて、異品種との交雑等がおこらないよ
う、国際基準に適合する厳格な栽培条件
の下で増殖及び供給を実施。

404

合計 404

飼料作物種苗
販売収入等、
受託業務

43

委託費 19
（社）和牛登録
協会

5

畜産物販売収
入等、受託業
務、繰越金

1,836
（社）北海道電
気保安協会

2

運営費交付金 6,086
（社）家畜改良
事業団

23

施設整備補助
金

248
（社）ホルスタ
イン登録協会

10

（名称） （額） 法人名 額

全国的な視点で
の家畜改良

中期目標（平成23年3月2日農林水産省指
令22生畜第2259号）に基づき、家畜改良
増殖法（昭和25年法律第209号）第3条の2
に定める家畜改良増殖目標、酪農及び肉
用牛生産の振興に関する法律第2条の2に
定める基本方針の実現に資するため、全
国的な視点から家畜個体毎の遺伝的能力
の評価を実施するとともに、遺伝的能力
の高い種畜を都道府県・民間に供給。

7,483

合計 8,190

国
費

事
務
・
事
業
の
構
造
等
（

平
成
2
5
年
度
）

事務・事業名
①事務・事業の内容 及び ②当該事務・
事業の根拠となる法律、閣議決定、計画

等の内容

支出額
(平成24年度決算)

（百万円）

収入額（百万円） 特定関連会社・公益法人への支出

(平成24年度決算) （百万円）(平成24年度)

内訳

様式２

１．独立行政法人の概要（その２）

57 農林水産省 法人名 独立行政法人家畜改良センター

該当なし



NO. 所管

○組織図及び職員数（平成25年度）

様式３

１．独立行政法人の概要（その３）

57 農林水産省 法人名 独立行政法人家畜改良センター

＜記載要領＞

・組織図を明記の上、各部門、機関の実員（平成２５年４月１日現在）を括弧内にご記入頂くとともに、所在地を明記してください。

（平成２５年４月１日現在）

 種苗業務課

 種苗検定課

 業務第一課

 業務第二課

　長 野 支 場
長野県佐久市新子田2029-1

(55)

 衛 生 課

 茨 城 牧 場
茨城県筑西市藤ヶ谷2330

(36)

 総 務 課

システム推進課  種畜第二課
 飼 料 課

個体識別情報課  飼 料 課
 衛 生 課

 技術第三課 　宮 崎 牧 場
宮崎県小林市細野5157-29

(78)
 岩 手 牧 場
岩手県盛岡市下厨川字穴口72-21

(83)
 個体識別部 (27)  総 務 課

 総 務 課
 企画管理課  種畜第一課

 種 畜 課

 情報分析課  奥 羽 牧 場
青森県上北郡七戸町字鶴児平１

(74)
　熊 本 牧 場
熊本県玉名市横島町共栄37

(36)
 技 術 部 (100)  総 務 課

 総 務 課
 管 理 課  種 畜 課

 業 務 課
 技術第一課  飼 料 課

 種 苗 課
 技術第二課  衛 生 課

 生産衛生課 種 畜 課
 種 苗 課

 飼料種苗課 飼 料 課

(35) 　鳥 取 牧 場
鳥取県東伯郡琴浦町大字出上14

(38)
 飼 料 課

 種 畜 課  総 務 課
 衛 生 課

監　　事

非常勤２

 会 計 課
 業務第一課  業務第二課

 管 財 課
 業務第二課

 改 良 部

理事長

常勤 １

理　　事

常勤 ２
非常勤２

 海外協力課  飼 料 課  業務第二課

 総 務 部 (39)  衛 生 課
　兵 庫 牧 場
兵庫県たつの市揖西町土師954-1

(46)
 総 務 課

 十 勝 牧 場
北海道河東郡音更町駒場並木8-1

(154)  総 務 課
 人 事 課

 総 務 課  業務第一課

　岡 崎 牧 場
愛知県岡崎市大柳町字栗沢1-1

(54)

 企画調整部 (23)  総 務 課  総 務 課

 企画調整課  種 畜 課  業務第一課

家畜改良センター 972名

　　　　　　本　所　　　　　　　　　　　　225名
  福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１

 コンプライアンス推進室 (1)  新 冠 牧 場
北海道日高郡新ひだか町静内御園587-1

(93)



No. 所管

様式４

57 農林水産省 法人名 独立行政法人家畜改良センター

１．独立行政法人の概要（その４）

○国の政策実施機関としていかなる政策体系の中に法人がいかに位置づけられているのか、また、法
人の業務について我が国の成長や国民の安全・安心の確保等の観点からいかなる成果をあげているか

1 政策分野における法人の位置付け
①国産畜産物を軸とした食と農の結びつきの強化
　国際競争が激化する中で、我が国の畜産業の発展のため、家畜の改良増殖や飼料作物の増産は極めて重要であり、長
期的視点に立ち、計画的かつ組織的に推進していく必要があることから、国は、「家畜増殖改良法」に基づく「家畜改
良増殖目標」並びに「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に基づく「酪農及び肉用牛生産の近代化を図る基本方
針」を定めている。
　独立行政法人家畜改良センター（以下「センターという。」）は、家畜改良増殖目標等を実現する施策実施機関とし
て、国が設定した中期目標に基づき、都道府県や民間では取り組み難い遺伝的多様性を考慮した家畜の改良増殖、全国
規模での遺伝的能力評価、民間では実施困難な飼料作物種苗の増殖等に取組んでおり、国産畜産物の生産性や品質の向
上を通じて国民の豊かで安全・安心な食生活の確保に寄与するとともに、我が国畜産業の発展を下支えしている。
②食の安全と消費者の信頼確保
　平成13年9月の牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)の国内発生に伴い、国は、そのまん延防止等を図るため、「牛の
個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（以下「牛トレーサビティ法」という。）を公布施行し、
牛トレーサビティシステムを新たに導入した。センターは、牛トレーサビティ法に基づき農林水産大臣からの委任を受
け、牛個体識別台帳の管理等を行っている。
　
2 実施業務における成果
①家畜の改良増殖
○乳用牛
・優良種雄牛の造成(国産乳用牛精液の2割強を生産)や遺伝的能力評価により生産性が向上。
・その結果、経産牛１頭当たりの年間乳量が過去10年間で年当たり約80㎏増加。100頭規模の酪農家ならば年間約72万円
（80㎏×90円／㎏×100頭）の収入増加に貢献。
○肉用牛
・優良種雄牛の造成(全国規模で流通する和牛精液の約2割を生産)や遺伝的能力評価により増体性が向上。
・その結果、肉用牛の増体性が過去10年間で年当たり4.3kg向上しており、枝肉単価を1,800円/kgとした場合。年間100
頭出荷の肥育農家ならば年間約77万円(4.3kg×1,800円×100頭)の収入増加に貢献。
○豚
・国産肉豚の主力である三元豚の生産に使用するデュロック種について、発育速度が国内トップを示す系統造成と種豚
場へ原種豚の供給を行っており、国産肉豚の３～４割はセンター産の原種豚に由来。
○鶏
・優良種鶏の供給を通じて都道府県が行う地鶏等の造成に貢献、比内地鶏等都道府県が造成した地鶏等の約８割（46銘
柄中38銘柄）がセンター産種鶏を利用。

②飼料作物種苗の増殖
・国内で育成された品種の約８割、国内で販売された品種の６割弱について、センターがその種苗（原種子）を増殖。
・飼料自給率の向上及び主食用米の生産調整の切り札であり作付面積が増加している飼料用イネの種子を増殖し、
8,000ha分の種子（340トン）を供給。

③牛トレーサビティ業務
・我が国では家畜伝染病予防法により、ＢＳＥ患畜が確認された場合、疑似患畜を特定し、殺処分するなどのまん延防
止措置を実施することとされたが、本業務により迅速かつ正確に疑似患畜が特定できるようになり、平成25年5月、我が
国が、国際獣疫事務局より「無視できるBSEリスクの国」に認定されることにつながった。
・平成２５年７月にＢＳＥ対策が見直され、４８か月を超える牛についてのみＢＳＥ検査を実施することとされたが、
本業務はこれに必要な牛の月齢確認に活用されている。
・牛トレーサビリティシステムは、牛肉の産地、和牛等の品種、と畜日等の確認に広く活用されていることから、本業
務は、国産牛肉の安全性や信頼性の確保にも貢献しており、その裨益は国民全体に及んでいるところ。
・また、牛トレーサビリティシステムは、肉用子牛生産者補給金制度、家畜共済事業、肉用牛肥育経営安定特別対策事
業等の運営管理、畜産統計及び農業経営統計調査の作成に必要なデータ収集にも活用されていることから、センター
は、我が国の肉用牛経営の安定や国の統計事務の効率化にも貢献。
　
④その他
・これらのほか、センターは、家畜の雄（人工授精用精液）を介した疾病の蔓延を防止するための種畜検査、流通種苗
の適正な表示や品質を確保するための種苗検査、普及が望まれる畜産技術に関する研修指導など業務を行いつつ、大規
模な家畜伝染病や自然災害等が発生した場合には、国や都道府県の要請に基づき、防疫作業要員の派遣や粗飼料(乾牧草
等）の緊急供給等の外部支援を国と緊密な連携の下に実施しており、被災地域の畜産復興にも貢献。
・具体的な事例を挙げれば、
　宮崎県口蹄疫禍に伴う防疫措置支援・・・職員派遣数延べ４,０９７人・日
　新燃岳噴火に伴う緊急支援・・・・・・・・・・・職員派遣数延べ７４人・日、粗飼料支援９３トン
　東日本大震災に伴う緊急支援・・・・・・・・・職員派遣数延べ１,９７８人・日、粗飼料支援１,１２８トン
・特に、東日本大震災における職員派遣においては、主に福島第一原発事故に伴い発生した放れ牛の捕獲に従事、その
結果、これまでに全体で約2,400頭の牛が捕獲され、放れ牛による交通事故の発生や家屋への侵入被害等の防止に貢献。



○関連する行政事業レビューシート（平成25年度）
府省名 事業番号 事業名

○独立行政法人として発足する以前との比較において、独法制度を活用することによりどのようなメ
リット・デメリットがあったか

  家畜の生産性・品質の向上により、国民の生活に欠かすことのできない良質な畜産物をできるだけ安価でかつ安定的
に供給するとともに畜産経営の安定化等に資するため、国は、「家畜改良増殖目標」や「酪農及び肉用牛生産の近代化
に図るための基本方針」を策定している。（独）家畜改良センターはこれらの実現に向け、全国的な家畜の改良増殖の
見地から、都道府県等との調整、都道府県や民間では取り組み難い遺伝的多様性を考慮した改良素材となる種畜の生
産、飼料作物種苗の増殖等を行っており、このような業務の実施に当たっては、国の行政組織並びに事務及び事業の減
量・効率化を図る観点から設立された独法制度により実施することが適当であると考える。
  また、独法制度により、弾力的な予算運用・業務執行が可能となっている中で、宮崎県口蹄疫の防疫措置にかかる職
員派遣、東日本大震災に伴う警戒区域内の放れ畜の捕獲等にかかる職員派遣、被災地域において一時的に不足する粗飼
料の支援等の外部支援を機動的・効率的に実施することができたと考えている。
  一方で毎年行われる年度評価については、農林水産省独立行政法人評価委員会による一次評価に加えて、総務省に設
置された政策評価・独立行政法人評価委員会による二次評価といった複数回の評価が実施されており、業績評価に係る
相当量の事務負担が発生している。

農林水産省 0030 独立行政法人家畜改良センターの運営に必要な経費

農林水産省 0036 多様な畜産・酪農推進事業のうち家畜改良対策推進

農林水産省 0300 独立行政法人農業生物資源研究所に要する経費

具体的業務委託内容

支出額（24年度決算）
（百万円）

※百万円未満の少額の
ものを除く。

委託先

○法人の業務における民間委託の状況

①内部管理業務（調達、給与、研修など）、庁舎管理業務、システム関連業務

業務名 具体的業務委託内容

支出額（24年度決算）
（百万円）

※百万円未満の少額の
ものを除く。

委託先

飼料生産業務
（新冠、奥羽、鳥
取牧場）

・作業用機械一式の持込みによる肥料散布等の圃場管理業務
〔新冠、奥羽、鳥取牧場〕
・サイレージ原料の運搬〔新冠牧場〕
・トウモロコシ播種作業〔鳥取牧場〕

2 ・農業生産団体

独立行政法人家
畜改良センター
中央畜産研修施
設の管理・運営
事業委託契約

家畜改良センター中央畜産研修施設における清掃等施設保守・点検業務及
び宿泊業務、教室利用調整業務、食堂運営、利用料金の徴収業務等を行っ
ている。

10
（株）ニッコクトラスト東
日本

②①以外の業務

業務名

環境整備（奥
羽、茨城、長野、
鳥取牧(支)場）

・作業用機械一式の持込みによる場内用地の除草作業 3
・シルバー人材セン
ター



No. 所管

様式５

57 農林水産省 法人名 独立行政法人家畜改良センター

２．個別法人の組織等の在り方について（その１）

（１）独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）について

①　措置内容

①　指摘事項

・該当なし

②　これに対する現時点での考え方

（２）独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針（平成24年1月20日閣議決定）について

○政策評価・独立行政法人評価委員会による指摘事項(平成22年11月26日)
　家畜改良センターは、福島県に本所を、全国に10牧場及び1支場を設置している。これらの本所及び地方組織について
は、上記第１の事務及び事業の見直し（別添１参照）に併せて、効率的かつ効果的な運営を図る観点から、組織体制を
見直し、再編を行うものとする。
○会計検査院による指摘事項
　該当なし。

②　対応状況

・ガバナンスの強化・充実を図るため、リスク管理等の業務を加えるなど業務監査室の機能を強化し、平成２３年１０
月にコンプライアンス推進室として改組した。
・宮崎牧場で実施していた乳用牛に係る調査試験の終了に伴い、平成２４年末に宮崎牧場種畜第二課乳用牛係を廃止し
た。
・業務の質、量に応じた機動的な組織体制とするため、第３期中期計画期間中に各牧場の家畜飼養管理部門と飼料生産
管理部門との統合、本所の部の組織編成を見直すこととしている。

①　措置内容

【種苗管理センター及び家畜改良センター】
　○上記２法人を統合し、成果達成目標法人とする。

②　これに対する現時点での考え方

　両法人が行う事務・事業に共通点は少なく、統合によるシナジー効果は乏しいと思料されることに加え、人員の増加
や業務範囲の拡大に伴う法人運営の複雑化等統合による弊害も懸念される。
　また、家畜改良センターは、口蹄疫等悪性の家畜伝染性疾病や大規模な自然災害等が発生した場合に緊急防疫措置、
家畜の捕獲や保護、乾牧草の緊急供給などその人員・資源を活用した外部支援を行ってきたが、法人統合により迅速か
つ機動的な外部支援に支障が生ずるおそれがある。

（３）政策評価・独立行政法人評価委員会及び会計検査院による指摘事項



No. 所管

様式６

57 農林水産省 法人名 独立行政法人家畜改良センター

２．個別法人の組織等の在り方について（その２）

（４）(1)～(3)を踏まえた各府省としての組織見直しの考え方について

１ 他独法との統合について
　家畜改良センターの事務・事業の内容等を踏まえれば、他独法との統合によるシナジー効果は、次のとおり乏しいもの
と考えている。また、人員の増加や業務範囲の拡大に伴う法人運営の複雑化等統合による弊害も懸念される。
① 種苗管理センターとの統合
・家畜改良センターは、飼料作物種苗の増殖等植物栽培に係る業務を一部行っているものの、主要な事務・事業の内容
は、高度な家畜の飼養管理技術が求められる「家畜の改良増殖等」や牛の生産流通に関して特別な知見が必要な「牛個体
識別情報の管理・公表」などである。
・一方、種苗管理センターは、「植物の品種登録に係る栽培試験」や「ばれいしょ、さとうきびの原原種の生産・配布」
等植物の栽培管理や増殖に関して専門的かつ高度な技術が求められる事務・事業に特化しており、それぞれに高度な専門
性が必要とされる両センターの業務を同一の人材が担うことは困難である。
・また、種苗管理センターは、健全無病な原原種を供給するため、病害虫の侵入防止策が徹底された隔離圃場において原
原種生産を行っており、仮に家畜改良センターと統合したとしても衛生管理の観点から圃場及び施設機械の共同利用によ
る作業の合理化は期待できない。

② 研究開発法人との統合
・農業・食品産業技術総合研究機構をはじめとする研究開発法人は、「農業・食品産業技術に関する研究」、「生物系特
定産業技術に関する基礎的研究の推進及び民間研究の支援」、「農業分野の生命科学の研究開発」等試験研究を中心とし
た事務・事業を行っている。
・ 一方、家畜改良センターは、「家畜の改良増殖等」、「飼料作物種苗の増殖等」、「牛個体識別情報の管理・公表」な
ど、いわゆる現業を中心とした事務・事業を行っており、業務内容及び職員の専門性は研究開発法人と著しく異なり、人
材の相互活用は困難である。
・また、業務内容及び職員の専門性の差異に加えて、研究職員を中心に業務を展開する研究と事務・技術職員を中心に業
務を展開する家畜改良センターでは法人統治の手法（ガバナンス）が異なるため、統合による組織運営の効率化も期待で
きない。

③機動的な外部支援の維持
　家畜改良センターにおいては、その人員・資源を活用して口蹄疫等悪性の家畜伝染性疾病や大規模な自然災害等が発生
した場合に緊急防疫措置、家畜の捕獲や保護、乾牧草の緊急供給などの外部支援を実施してきたが、法人統合に伴い機動
的かつ迅速な外部支援の実施に支障が生ずるおそれがある。

２ 他の主体への事務・事業の移管等
① 地方公共団体や民間企業への移管
　家畜改良センターでは、遺伝的多様性を考慮した家畜の改良増殖や全国同一基準による家畜の遺伝的能力評価、厳格な
栽培条件下での飼料作物種苗の増殖、牛個体識別台帳の管理・公表等を実施しているが、これらの業務は全国規模での業
務であり、かつ採算が見込めないこと等から地方公共団体や民間企業による代替可能性はないと考える。また、国からの
監督等政策的な措置を講じたうえで民営化する場合においても、畜産業の下支えや牛個体識別情報の管理・公表という採
算が見込めない分野を担っていることから、競争原理を導入し運営の効率化を図るという民営化のメリットは極めて少な
いと思料される。

②他独法への移管
　家畜改良センターが担っている業務は、遺伝的多様性を考慮した種畜の生産や改良のスピードアップに不可欠な高レベ
ルの家畜育種・繁殖技術、遺伝的に純度の高い飼料作物種苗の増殖に必須な高い植物栽培技術が要求されるなど、他の独
立行政法人にはない特殊性・専門性が求められる上、他に類似の業務を行っている独法もない。

３ その他
　 家畜改良センターが担う事務・事業は、我が国の畜産物生産の基礎部分であるとともに、国産牛肉の安全性・信頼性の
確保にも関係していることから、その組織体制の見直しに際しては、畜産農家や畜産関係団体、消費者団体、都道府県等
の理解醸成が重要と考える。
　

個々の法人の事務・事業の全部又は一部の民間開放や他の主体への移管が可能な場合には、その旨についても記載。



No. 所管

独立行政法人改革に関する中間とりまとめ～行政改革推進会議での中間的整理のために～（平成２５年６月５日独立行政
法人改革に関する有識者懇談会）に関して特段の意見・コメントがあれば記載（制度面のみならず、運用面の見直しを含
む）

ー

様式７

57 農林水産省 法人名 独立行政法人家畜改良センター

３．独立行政法人制度の見直しについて


